
1. 未耐震防火水槽改修・更新計画策定業務

2. 契約締結日から 令和 ８年  ８月３１日まで

3. 対象施設の場所

4. 対象施設の規模等

1. 業務内容

2. 業務実施者の資格等

3. 計画策定の業務仕様

計画策定にあたり必要な業務の内容は次の通りとする。

⑴ 調査業務

・ 基礎的概要調査 各水槽本体や消防水利の概要調査 (位置､構造､寸法等の基礎的調査)

(結果は図面作成を行ない、図面があるものはその照合作業を含む)

・ 周辺状況調査 消防活動や更新工事に影響する周辺の道路状況や地形・地物等の状況､

常水面､及び周辺街区の状況や特性など

・ 設置時の付帯事項 設置承認時に於ける付帯事項等(技術的事項や装備等に関する事項等)

の有無、内容、協議書(事項)等

・ 管理関係者協議 設置位置所管の機関(公園みどり室やマンション管理会社等)との協議や

その他の日常的管理者、近隣関係者(自治会等)との協議等

・ 実施順位の検討 必要に応じ、実施優先順位として特筆すべき箇所の検討・特定

・ 工法の種類 現在における更新に関する工法や新技術等の種類･特性的情報･費用等

〈除外事項等〉 ・ 各水槽に関する申請図書類の捜索等は本署担当員が行ない提供する。

・ 各水槽内の調査にあたり､貯留水の引抜・排水､再注水は本署が行なう。

・ 本計画に当り､フェーズフリー対応は行わないこととする。

計画策定業務委託仕様書

別紙１の通り

(氏名、生年月日、業務に関する経歴、資格を証するもの)､(5.⑵の提出書面内にて可とする)

 別紙 １ に示す防火水槽について、その目的・機能を維持するため、耐震化・長寿命化等の改修･更新

 計画の策定及び設計見積書の作成。

一級建築士であって､吹田市開発事業の手続等に関する条例における防火水槽に関する知見を有し､

本件類似の計画策定等の業務実績を有する者とする。

また、業務実施に先立ち､次の事項について書面をもって通知すること。

〃

業 務 名 称

業 務 期 間



⑵ 計画業務

・ 計画作業フローの作成

・ 工法選定テーブルの作成

・ 工法選定 槽体制作企業各社との工法聴取･質疑応答等を行ない､特性を整理する。

各水槽ごとに現状評価と可能性の検討を塾慮し､工法選定を行なう。

関係各機関､周辺関係者のコンセンサス取得時の支援を含む。

・ 基本計画の策定 基本設計方針の作成

工法・工期等の設定、概算費用の設定、課題の抽出・整理等

基本計画の周辺関係者への説明支援 (説明資料作成､疑義等のとりまとめ等)

・ 設計見積書の作成 別紙1の防火水槽全ての改修・更新するために必要な工事費用等を

個別に算出

4. 業務の実施

⑴ 本業務は、本仕様書に基づき実施すること。

⑵ 業務の遂行に当たっては、吹田市消防本部警防戦略室警防グループ(以下「警防Ｇ」という。)と

十分な連絡を保ち、方針策定等については警防Ｇの承認を受けるものとする。

⑶ 受託者は、業務の実施に当たっては関係法令及び条例等を遵守すること。

⑷ 受託者は、警防Gと協議を行ない、その意図や目的を十分に理解した上で適切な人員配置の

もとで業務を実施すること。

⑸ 受託者は､業務に着手したときは､警防Gに対して業務着手届を提出するとともに､業務の進捗

に関して定期的に報告を行なうこと。

⑹ 受託者は、管理技術者及び担当技術者を選任し、警防Gに報告すること。

⑺ 本業務を再委託する場合は、予め下請事業者名簿を提出し、警防Gの承認を得ること。

⑻ 本業務の実施に関し、疑義が生じた際には速やかに警防Gと協議を行ない、指示を仰ぐこと。

また、その協議記録を作成し、警防Gの確認を得ること。

5. 業務計画書の提出

⑴ 受託者は契約締結の後、速やかに業務計画書を作成・提出し承認を得ること。

⑵ 業務計画書は次の通りとする。

ア. 計画業務内容

イ. 業務の実施方針

ウ. 業務の詳細行程表

エ. 管理技術者及びその他の技術者の一覧及び経歴書

オ. 再委託者がある場合は、その概要及び担当技術者一覧

カ. 業務フローチャート

キ. 打合せ計画

ク. その他警防Gが必要とする事項



６. 成果品

⑴ 調査報告書 3.⑴に示す「調査」にて得られた内容を含む報告書としてまとめたもの。

⑵ 基本計画書 3.⑵に示す計画にて策定した内容を報告書としてまとめたもの。

(3) 設計見積書 3.⑵に示す計画にて策定した内容を報告書としてまとめたもの。

・ 上記何れも、A4判、縦型左綴じファイルにて、２部提出とする。(左記内容の電子データ共)

・ 上記に関して本書に綴じ込めないものは資料編として提出可とする。(1部)

７. 検査

業務が完了した時は業務完了届及び成果品を提出し、警防Gの検査を受けること。

８. 担当

部署：吹田市消防本部警防戦略室警防グループ

連絡先：電話：06-6193-1117

　　　　　 mail : sfd-keibou@city.suita.osaka.jp

      　　　FAX：06-6193-0100


